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高額療養費・出産育児一時金の変更について
平成２７年１月１日から法改正により、高額療養費と出産育児一時金が変更になります。

【高額療養費の変更】

負担能力に応じた負担を求める観点から、低所得者に配慮したうえで高額療養費の自己負担限度額がきめ細かく設定されます。
また、高額療養費の所得区分が細分化されることに伴い、限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の適用区分欄に記載される記号が変更されます。

平成２７年１月診療分より
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ア 標準報酬月額83万円以上  252,600円＋(医療費－842,000円)×1％  140,100円

イ 標準報酬月額53万円以上～83万円未満  167,400円＋(医療費－558,000円)×1％  93,000円

ウ 標準報酬月額28万円以上～53万円未満  80,100円＋(医療費－267,000円)×1％ 44,400円

エ 標準報酬月額28万円未満  57,600円  44,400円

オ 市区町村民税の非課税者  35,400円  24,600円


※限度額適用認定証の交付についての詳細は別紙をご覧下さい。また新しい申請用紙を添付しますので、今後申請される場合はこちらをお使い下さい。

【出産育児一時金の変更】
産科医療補償制度における掛金が「３万円」から「１．６万円」へ引き下げとなることに伴い、出産育児一時金についても見直しが行われます。
　ただし、年々出産費用が増加傾向にあることから出産育児一時金については「４２万円」を維持することとなります。
産科医療補償制度対象の出産の場合（注1）　　　４２万円（現行維持）

産科医療補償制度対象外の出産の場合（注2）　　３９万円　⇒　４０．４万円

　
（注1）制度に加入した分娩機関で在胎22週以後の出産

（注2）制度に加入した分娩機関以外の出産、在胎22週未満の出産

※「産科医療補償制度」…分娩時に何らかの理由により重度の脳性麻痺になった赤ちゃんとご家族の経済的負担を軽減する制度で、掛金は分娩機関が負担します。それに伴い負担分相当が分娩費に加算されることが見込まれる為、平成21年に出産育児一時金が3万円引き上げられました。
